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証券コード 206A

2025年12月８日
株主各位 （電子提供措置の開始日2025年12月１日）

神奈川県藤沢市村岡東二丁目26番地の１
株 式 会 社 PRISM BioLab
代表取締役 竹 原 大

第14回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社の第14回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第14回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
https://ir.prismbiolab.com/ja/meeting.html

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コード（206A）を入力・検索し、「基本
情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。
なお、当日ご出席願えない場合は、インターネット又は書面によって議決権を行使することが

できますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、2025
年12月22日（月曜日）午後５時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬 具
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記

１．日時：2025年12月23日（火曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）
２．場所：東京都中央区日本橋本町二丁目３番11号

日本橋ライフサイエンスビルディング ２階 201大会議室
（開催場所が過去に開催した場所と著しく離れた場所となりましたのは、より多くの
株主の皆様にご出席いただくためであり、当社東京オフィス近隣に十分に適した会場
を確保して開催することいたしました。
ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えのないよ
うにご注意ください。）

３．目的事項：
報告事項
第14期（2024年10月1日から2025年９月30日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の
件

決議事項
議 案 取締役３名選任の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申しあげます。

◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとし
て取り扱わせていただきます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ
ていただきます。



詳細は、次ページ「インターネットによる議決権行使のご案内」をご覧ください。
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議決権行使の方法についてのご案内
議決権行使の方法は、以下の方法がございます。電子提供措置事項に記載の株主総会参考書類をご検討の上、ご
行使いただきますようお願い申しあげます。

当日ご出席いただけない場合

書面による議決権行使の場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、ご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされた
ものとして取り扱わせていただきます。

行使期限 2025年12月22日（月曜日）午後５時到着

インターネットによる議決権行使の場合
当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスいただき、
議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限 2025年12月22日（月曜日）午後５時まで

当日ご出席いただける場合

株主総会にご出席の場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時 2025年12月23日（火曜日）午前10時

●複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
１. 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有

効とさせていただきます。
２. インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせて

いただきます。



議決権行使書
〇〇〇〇株式会社 御中
株主総会日
〇年〇月〇日

議決権の数
〇〇〇〇個

〇〇〇〇株
〇〇〇〇個

1.
2.

3.

ログインＩＤ
仮パスワード

議決権行使書副票（右側）

「ログイン用ＱＲ
コード」はこちら

入力後、「ログイン」をクリック
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インターネットによる議決権行使のご案内
インターネットにより議決権をご行使される場合は、2025年12月22日（月曜日）午後５時までに、パソコン、
スマートフォンから当社の指定する議決権行使サイトにアクセスいただき、画面の案内に従ってご行使いただき
ますようお願いいたします。なお、当日ご出席の場合は、議決権行使書の郵送又はインターネットによる議決権
行使のお手続きはいずれも不要です。

ＱＲコードを読み取る方法 ログインＩＤ・仮パスワードを入力する方法

スマートフォンでＱＲコードを読み取っていた
だくことで、ログインＩＤ・パスワードの入力
が不要になります。

１. 同封の議決権行使書副票（右側）に記載された
「ログイン用ＱＲコード」を読み取ってくださ
い。

２. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力くださ
い。

※「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録
商標です。

議決権行使サイト
（https://evote.tr.mufg.jp/）

１. パソコン、スマートフォンから、上記の議決権
行使サイトにアクセスしてください。

２. 同封の議決権行使書副票（右側）に記載された
「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご入
力ください。

３. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力くださ
い。

■インターネットによる議決権行使の場合の注意点
(1) インターネットによる議決権行使は、毎日午前２時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止します。
(2) パソコン、スマートフォンによるインターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使

サイトがご利用できない場合があります。詳細につきましては、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。
(3) パソコン、スマートフォンによる、議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料・通信料等は、

株主様のご負担となります。

システム等に関する
お問い合わせ

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部（ヘルプデスク）
0120-173-027（通話料無料） 受付時間 午前９時〜午後９時
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 取締役３名選任の件
本総会の終結の時をもって取締役全員が任期満了となります。つきましては、より機動的な意思
決定を行うことを目的として、取締役を１名減員し、取締役３名の選任をお願いしたいと存じま
す。
取締役候補者は次のとおりでございます。

候補者番号

１
タケ ハラ ダイ

竹 原 大 1963年５月18日生 ＜再任＞

所有する当社の株式数 1,170,400株
取締役会への出席状況 100％（18回／18回中）

【略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況】
1986年４月 ㈱リクルート 入社
1997年１月 ㈱アドバンテッジパートナーズ パートナー
1999年３月 ㈱アドバンテッジリスクマネジメント 取締役
1999年６月 ㈱長栄アドバンテッジ（現 ㈱アドバンテッジリスクマネジメント） 代表取締役社長
2003年９月 ㈱アドバンテッジリスクインシュアランスサービス（現 ㈱アドバンテッジリスクマネジメン

ト） 代表取締役副社長
2007年10月 ザイオソフト㈱ 常務執行役員CFO兼社長室長
2008年１月 同社 取締役CFO
2011年５月 PRISM BioLab㈱（現 当社） 執行役員CFO
2012年12月 当社 取締役CFO
2016年２月 当社 代表取締役（現任）

【取締役候補者とした理由】
数々の企業経営に携わり、企業経営の豊富な経験を積んでおります。当社に入社後もCFOとして当社の経営にか
かわり、創業者より事業を引き継いた後、当社を長年率いて事業拡大に努めて参りました。当社の技術について
も熟知しており、今後も当社事業の発展のため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号

2
パク フィ マン

朴 煕 万 1969年４月10日生 ＜再任＞

所有する当社の株式数 ─
取締役会への出席状況 100％（18回／18回中）

【略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況】
2000年10月 ノバルティスファーマ㈱ 入社
2008年９月 NIBR（Novartis Institutes for BioMedical Research） Inc 入社
2012年10月 ラクオリア創薬㈱ 入社
2021年９月 当社 入社
2022年１月 当社 取締役 研究開発部長（現任）

【取締役候補者とした理由】
様々な創薬会社にて研究開発に携わって参りました。当社入社後も、研究開発部長として、自社開発、共同開
発、その他の提携等を指揮しております。当社のビジネス提携を推し進めるために必要な経験と実力を有してい
ると判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号

３
フル シマ ヒ ロ ミ

古 島 ひろみ 1970年９月17日生 ＜再任＞

所有する当社の株式数 ─
取締役会への出席状況 100％（18回／18回中）

【略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況】
1997年４月 古賀総合法律事務所 入所
2000年４月 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業) 入所
2006年１月 伊藤見富法律事務所(現 モリソン・フォースター法律事務所) 入所
2011年４月 ノバルティス ファーマ㈱ 入社
2012年７月 サンド㈱ 入社
2014年７月 ノバルティス ファーマ㈱ 入社
2015年６月 同社 執行役員 兼 法務知的財産統括部長
2022年４月 Alnylam Japan㈱ 法務部長

当社 社外取締役（現任）
2023年12月 ㈱セルージョン 社外監査役
2025年６月 一色法律事務所・外国法共同事業 パートナー（現任）
2025年６月 ㈱日本エム・ディ・エム 社外取締役（現任）

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
弁護士の資格を有し製薬会社の法務・知的財産部門の総括責任者としての豊富な知見をお持ちであり、それを活
かして当社取締役会の意思決定を妥当かつ適正にするための助言・提言を積極的にいただいており、引き続き社
外取締役として選任をお願いするものであります。

(注)１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．古島ひろみ氏は社外取締役候補者となります。
３．古島ひろみ氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって３年８か月となり

ます。
４．当社は、取締役候補者古島ひろみ氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており

ます。
５．当社と社外取締役候補者古島ひろみ氏は、会社法第427条第１項の規定及び当社定款第27条に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の
限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。候補者の再任が承認された場合、当社
は候補者との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。

６．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており
ます。保険料は当社が全額負担しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負
うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されま
す。各候補者の再任が承認された場合、各候補者は当該契約の被保険者に含まれます。

以上
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事 業 報 告
（2024年10月１日から2025年９月30日まで）

１．会社の現況に関する事項
（１）事業の経過及びその成果
（全般的概況）

当社は、独自のペプチド模倣技術を駆使してタンパク質/タンパク質間相互作用
(Protein-Protein Interaction， PPI)を阻害する低分子を用いて新薬を開発することを目指
し、10年以上にわたる研究開発の結果、臨床開発化合物を見出し、数多くのシード化合物
を生み出しています。この独自の創薬基盤をPepMetics®技術として発展させ、これまで創
薬が困難とされてきた標的に対して有望な化合物を見出す技術を確立してきました。
PepMetics技術によって、細胞内のシグナル伝達を制御することで、ガンなどの難病を根治
するための治療薬の創出を目指しており、当社が創薬標的を選択して開発化合物を見出す自
社開発事業と、製薬会社の持つ創薬標的に対してヒット化合物、リード化合物、又は臨床候
補化合物を見出して導出する共同開発事業を行っています。

自社開発事業では、導出した２つの臨床開発プログラムについて、それぞれ第Ⅱ相臨床試
験を継続して実施しました。当事業年度においてマイルストン収入は得られなかったもの
の、導出先企業によって臨床開発の取り組みが着実に進められております。また、自社開発
プログラムとして、当事業年度末時点で４つのプログラムを実施しております。

共同開発事業では、小野薬品工業株式会社（以下、「小野薬品」という。）を含め、当事業
年度末時点で国内外６社と契約を締結しており、それぞれの企業との間で研究開発活動を実
施しました。一方で、Eli Lilly and Company（以下、「Lilly」という。）との共同研究につ
きましては、Lillyの戦略的な判断により本年９月に契約を終了しました。契約終了に伴い、
残存履行義務が無くなったことから、契約負債残額をすべて取崩しのうえ、当事業年度の売
上高として計上しております。

創薬基盤開発につきましては、本年４月に株式会社Elix（以下、「Elix」という。）との業
務提携契約を締結し、PepMetics技術にAIを活用する取り組みを開始しました。また、当社
の従来からの強みである有機合成化学と並行して、生物及び生物物理の機能を拡充しまし
た。具体的には、PPI評価系を用いたハイスループットスクリーニング（HTS）の本格稼働
に加え、PepMetics化合物とタンパク質の結晶構造解析といった生物物理学の手法を取り入
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れることにより、創薬探索規模の拡大と高度化を進めました。更に、創薬研究に精通した優
秀な人材の採用を積極的に進めました。

以上の結果、当事業年度における売上高は677,330千円(前年同期比121.6％増)となりま
した。
費用につきましては、販売費及び一般管理費については1,044,209千円(前年同期比10.7

％増)となりました。その内訳は、研究開発費が620,939千円(前年同期比8.6％増）、その他
販売費及び一般管理費が423,269千円(前年同期比14.0％増)であります。
この結果、営業損失は774,453千円(前事業年度は782,392千円の営業損失）、経常損失

は748,302千円(前事業年度は831,518千円の経常損失）、当期純損失は833,700千円(前事
業年度は1,049,514千円の当期純損失)となりました。
なお、当社は、創薬事業の単一セグメントであるため、セグメント別の業績の記載を省略

しております。

（研究開発の概況）
当事業年度における主な研究開発活動は下記のとおりであります。

① 自社開発事業
ⅰ) CBP／β-カテニン相互作用阻害剤(E7386、PRI-724)
Wntシグナル伝達経路は、ガン、線維化などを制御するタンパク質のネットワークで

あり、創薬標的として広く研究されています。Wntシグナルは、細胞が「ガン化」「線維
化」する際のみならず、細胞が「分化」して正常に機能する際にも重要な機能を果たすた
め、Wntシグナルを止めることは副作用にもつながります。従来の技術で開発されてき
たWnt阻害剤は、Wntシグナルを上流から全て止めてしまうため、強い毒性を示して開
発が中止されてきました。
E7386及びPRI-724は、そのような毒性を示すことなく、治療薬として必要な安全性を

可能とするコンセプトのもとで創出された化合物です。Wntシグナルは、細胞核内でβ-
カテニンがCBPという転写因子タンパク質に結合することでスイッチが入りますが、
PepMetics化合物は、このCBPに結合し、CBPとβ-カテニンの結合を阻害します。一方
で、PepMetics化合物はCBPと似た別なタンパク質であるP300とは結合しないため、β-
カテニンとP300によるWntシグナル経路は機能します。その結果、PepMetics化合物は
Wntシグナル全体の機能を止めることなく、「ガン化」「線維化」を止めることが可能と
なります。
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(a) E7386
エーザイ株式会社（以下、「エーザイ」という。）と共同創出した経口投与可能な

CBP／ β-カテニン相互作用阻害剤であるE7386は、ガン細胞の悪性化に関与する
CBP／ β-カテニンシグナルをターゲットとし、2021年11月にはPOC（Proof of
Concept）を達成しています。
当事業年度におきましては、エーザイ創製の経口チロシンキナーゼ阻害剤「レンビマ

®」との併用による固形ガンを対象とした後期第Ⅰb相／第Ⅱ相臨床試験につきまして、
本年５月の米国臨床腫瘍学会（ASCO）で後期第Ⅰb相パートの中間解析結果が発表さ
れ、計画されていた30名の患者の組み入れが完了し、子宮内膜ガンの患者で高い客観
的奏効率と有望な予備的抗腫瘍活性を示しました。2025年10月の欧州臨床腫瘍学会
（ESMO）で発表されたデータ（データカットオフ：2025年６月４日）では、全奏効
率（腫瘍の大きさが30％以上縮小）は36.7％であり、11名の患者で確認されました。
更には「レンビマ®」投与歴が無い患者における全奏効率は57.1％を示しました。エー
ザイでは、患者の用量最適化パート（第Ⅱ相）への組み入れを開始しており、「レンビ
マ®」との併用による子宮内膜ガンに係る適応に関して2031年３月までの承認取得を目
指すと発表しています。
また、「レンビマ ®」との併用による臨床試験と並行して、Merck & Co., Inc.,

Rahway, NJ, USAの抗PD-1抗体「キイトルーダ®」との併用による固形ガンを対象と
した後期第Ⅰb相／第Ⅱ相臨床試験が進行中です。

(b) PRI-724
当社が見出したCBP／β-カテニン相互作用阻害剤であるPRI-724（一般名：ホスセン

ビビント）は、大原薬品工業株式会社（以下、「大原薬品」という。）にガン以外の分野
における権利を導出しました。C型肝炎（HCV）及びB型肝炎（HBV）による肝硬変患
者を対象に臨床試験が進められ、肝硬度、肝機能の改善が認められたことから、2022
年４月にPOCを達成しています。
2023年４月より、HCV・HBVに加えてMASH(代謝機能障害関連脂肪肝炎、旧名：

非アルコール性脂肪肝炎（NASH）) に起因する非代償性肝硬変患者を対象とした第Ⅱ
相臨床試験を国内38施設で実施しており、当事業年度におきましてはMASHを対象と
するコホートでの患者の登録を完了しました。2027年12月に臨床試験終了を予定して
います。
また、血友病合併HIVとHCVの重複感染に起因する肝硬変患者を対象に東京都立駒込

病院を中心に実施されている第Ⅱ相臨床試験につきましては、2024年12月に症例の登
録が終了し、2025年12月に臨床試験終了を予定しています。
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ⅱ) FEP
従来進めてきたeIF4E／ eIF4G阻害剤である4E-BP1模倣化合物のプログラムは、「リー

ド最適化」ステージにて創薬研究が実施されております。eIF4EとeIF4GはCAP依存性翻
訳複合体の主要構成因子であり、mRNAの情報からタンパク質を生成(翻訳)する役割があ
りますが、このCAP依存的な翻訳機構が特定のガン種においては破綻して過剰に働くこと
により、ガン細胞の増殖が進行しています。このような細胞内での翻訳が過剰にならない
よう、本来は4E-BP1というタンパク質がeIF4Eに結合することで制御されていますが、
ガン細胞では上流のPI3K/Akt/mTOR経路が活性化され、4E-BP1の機能が無効化されて
います。本プログラムにおいては、PepMetics技術を用いて4E-BP1の模倣化合物を作
り、過度な翻訳を制御することを試みています。
治療標的となるガン種としては、たとえばTNBC（トリプルネガティブ乳ガン）では約

42％、膀胱ガンでは約43％の患者において本経路が活性化されており、4E-BP1の模倣
化合物はこれらガンに対する分子標的薬として期待されております。アメリカ・日本・ヨ
ーロッパ主要国でのこれら活性化されている対象患者数は、TNBCで約13万人、膀胱ガ
ンで約40万人と見積もることができ、更にはこれらガン種に対する分子標的薬が無いこ
とから、マーケット的に大きなインパクトがあると考えられています。
当事業年度におきましては、化合物の最適化合成並びに薬効評価を継続して実施しまし

た。社内目標として早期の臨床候補化合物の創出を掲げると共に、鍵となる化合物が得ら
れた段階で対外活動を行い、導出契約の締結を目標としております。

ⅲ) その他自社開発事業
当事業年度におきましては、これまで実施していた１つの「ヒット化合物探索」ステー

ジのプログラムについて、計画していた進捗に至らなかったことから中止しました。一方
で、当事業年度に新たに２つのプログラムを開始し、「ヒット化合物探索」を進めていま
す。
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当社では、事業の進捗を測る指標として研究開発の各段階でのプログラムの数を管理して
います。
研究開発では下記の４段階で進捗します。

標的探索

疾病に影響する可能性のある生体分子や生理的機序(メカニズム)を研究
し、制御すべきタンパク質等の分子の候補を選び、疾患と標的の関係、
評価系の構築難易度、結合様式とPepMeticsの適格性などを評価して創
薬標的を選びます。

ヒット化合物探索

創薬標的に対して作用していることを測定する評価系を構築し、候補化
合物をスクリーニングして活性のある初期ヒット化合物を見出します。
初期ヒット化合物の周辺化合物を合成し、活性を高めると同時に標的に
結合しているかを複数の評価系で確認し、ヒット化合物を特定します。

リード化合物探索 ヒット化合物をもとに、薬理活性を高め、動物モデルにおいて一定の治
療効果が認められるリード化合物を特定します。

リード最適化
リード化合物をもとに、更に活性を高めると共に薬に適した物性及び安
全性を得られるように最適化を進め、医薬品の原料となる臨床候補化合
物を見出します。

これらのプログラムは全てが上位に進階する訳ではなく、一定の確率で目的の化合物が得
られず中止となります。プロジェクトを進めるためには研究者及び資金等の多くの資源を必
要とするため、一時期に並行して進められるプロジェクトの数には限界があります。当社で
は成功及び導出の可能性が高いプロジェクトに資源を優先的に配分することを重視してお
り、プロジェクトを始める際に明確な目標と期限を定め、進める中で想定外の状況が発生し
た場合にはプロジェクトを中止することがあります。その資源を新たなプロジェクトに配分
することで、常時適切な数の有望なプログラムを揃える最適なパイプラインの状態を維持し
ています。

自社開発プログラムでは標的探索を定常的に行っており、ヒット化合物探索からプログラ
ム数を管理しています。
FEPを含め、進捗段階毎の実施中のプログラム数の経過は下記のとおりです。

2024年度末 増加数 次相への
進展 中止数 2025年度末

ヒット化合物探索 1 ２ − △1 ２
リード化合物探索 1 − − − １
リード最適化 1 − − − １
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② 共同開発事業
当社は、PepMeticsの創薬基盤を活用して製薬会社が選定した創薬標的に対してヒット

化合物を見出して創薬を進める事業を行っております。
当事業年度において９月にはLillyとの共同研究が終了し、期末段階で国内外６社と共同研

究契約を締結しており、引き続き他の国内及び海外製薬企業との共同研究契約等の交渉を
進めております。
共同研究を実施している進捗段階毎のプログラム数の経過は下記のとおりです。

2024年度末 増加数 次相への
進展 中止数 2025年度末

標的探索 ３ ２ △1 − 4

ヒット化合物探索 ３ １ − △3 １

リード化合物探索 1 − − − １

リード最適化 − − − − −

③ 創薬基盤開発
当社は、本年４月にElixとの業務提携契約を締結しました。当社のPepMetics技術はAIと

の相性が良い性質を持っていることから、創薬にAIを活用することにより、研究開発の時間
短縮と開発成功確率の向上を目指してコラボレーションを進めています。
また、当社の従来からの強みである有機合成化学に加えて、生物及び生物物理の機能拡充

を進めています。具体的には、生物評価系設備として自社内でPepMeticsライブラリー化合
物の評価を高速で行うHTSを本格稼働させると共に、PPI標的タンパク質の高次構造の予測
やリガンドとの結合シミュレーションを行う計算化学、タンパク質-PepMetics化合物複合
体のX線結晶構造解析による結合様式の解明を行う生物物理学の手法を確立し、これら新技
術を適用することにより、創薬探索規模の拡大と高度化を進めました。更に、創薬研究に精
通した優秀な人材を積極的に採用したことにより、従業員数は当事業年度末時点において
39名に増加しました。
これらの拡大投資によって、当事業年度におきましては、自社開発及び共同開発を含めて

「ヒット化合物探索」以降で６つのプログラムを並行して進めました。共同開発事業におけ
るライブラリー化合物の提供のみならず、PepMetics化合物のデザイン及び最適化合成、
PPI活性評価、細胞の試験管内（in vitro）及び動物（in vivo, Xenograft等）薬効評価まで
の一連の創薬プロセスを自社で行う体制を構築し、創薬開発のスピード化による自社開発事
業の拡充と、多様化する相手先企業のニーズに応える創薬提案を行える組織を編成しまし
た。
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（２）設備投資の状況
当事業年度に実施した設備投資の総額は82,978千円であります。その主なものは研究開

発への設備投資80,122千円であります。

（３）資金調達の状況
該当事項はありません。

（４）財産及び損益の状況の推移

区分
2022年９月期

第11期

2023年９月期

第12期

2024年９月期

第13期

2025年９月期
（当事業年度）

第14期
売上高（千円） 554,396 112,926 305,620 677,330
当期純利益又は
当期純損失（△）（千円） 72,962 △526,914 △1,049,514 △833,700

１株当たり当期純利益又は
当期純損失（△）（円） 2.67 △19.09 △33.53 △22.82

総資産（千円） 1,740,156 1,211,426 4,528,566 3,085,692
純資産（千円） 1,674,930 1,148,015 3,502,901 2,708,830
（注）１．１株当たり当期純利益又は当期純損失(△)は、期中平均発行済株式数に基づいて算出しています。

２．当社は、自己株式を所有しておりません。
３．当社は2024年５月９日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っておりますが、第11期の期

首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益又は当期純損失（△）を算定してお
ります。
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（５）対処すべき課題
当社の事業は独自の創薬基盤技術を拠り所としており、この技術の有用性を証明すると共

に、この技術において業界をリードし、競争力を維持し続けることが重要な経営課題であり
ます。

① プログラムの推進
現在、エーザイ及び大原薬品とライセンス契約を締結し、それぞれの製薬会社が主導し

て臨床試験を実施しております。ライセンスアウト先からのマイルストン収入は多額であ
るため、その臨床試験の進捗は当社の資金繰り計画に影響を与えます。ライセンスアウト
契約先と密にコミュニケーションを図りつつ、臨床試験の進捗の状況の確認及びアドバイ
ス等をステアリングコミッティ等にて行い、共同して適切に進捗するように尽力して参り
ます。
新規の創薬プロジェクトは様々な事由で中止される可能性があります。そこで、現在当

社で開発を進めております自社プログラムに加えて、新規プロジェクトを毎年開始するこ
とにより、確度の高いプロジェクトに優先的に資源を集中し、新たなプロジェクトを継続
して創出することを目指しております。

② 創薬基盤技術の事業化、収益化
当社のPepMetics技術を活用し、最近数年間に複数の契約を締結することができまし

た。これらの契約では、ヒット化合物の創出や研究開発が進む段階に応じてマイルストン
収益が得られる仕組みになっており、契約先との密なコミュニケーションとサポートを行
って進捗を推進して参ります。
今後も同様の契約を積み重ねていくことで、継続的な収益の基盤を構築することを目指

しております。
また、より創薬基盤の価値を向上させるために有用性を示す技術開発も引き続き行う必

要があります。

③ 財務基盤の強化
共同開発事業の収益化を目指す中、当事業年度末の現金及び預金は2,915,572千円であ

り、一層の事業の促進と並行してコスト削減及び財務基盤の強化も求められております。

④ 人材の採用、育成
研究開発を進めるため、多様な人材の採用及び育成を強化する仕組みの構築に取り組ん

でいます。共同開発事業の拡大に向けたプロモーション活動の効率化を図るため、自社ウ
ェブサイトの充実化、営業体制の効率化及び強化に努めて参ります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申しあげます。
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（６）重要な親会社及び子会社の状況 （2025年９月30日現在）
① 親会社の状況

該当事項はありません。
② 子会社の状況

該当事項はありません。

（７）主要な事業内容 （2025年９月30日現在）
タンパク質／タンパク質相互作用を制御する低分子化合物の創薬基盤技術を用いた新薬の

研究開発

（８）主要な事業所等 （2025年９月30日現在）
本社・研究開発センター 神奈川県藤沢市村岡東二丁目26番地の１
東京オフィス 東京都中央区日本橋本町三丁目８番３号

日本橋ライフサイエンスビルディング3 301

（９）従業員の状況 （2025年９月30日現在）
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

35名（４名） ８名増（５名減） 45歳０カ月 ２年０カ月
（注）１．平均臨時雇用従業員数は、小数点第１位以下を切り捨てて表示しております。

２．臨時雇用従業員数は、（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

（10）主要な借入先 （2025年９月30日現在）
該当事項はありません。
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２．株式の状況 （2025年９月30日現在）
（１）発行可能株式総数 124,000,000株
（２）発行済株式の総数 36,810,000株
（３）株主数 5,205名
（４）大株主

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

DBJキャピタル投資事業有限責任組合 5,829,000 15.83

ＷＭグロース３号投資事業有限責任組合 3,675,800 9.98

大和日台バイオベンチャー２号投資事業有限責任組合 3,595,400 9.76

ＪＰＬＬＣ ＣＬＩＥＮＴ ＡＳＳＥＴＳ−ＳＫ Ｊ 2,500,000 6.79

中島 喜一郎 1,872,000 5.08

ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 1,250,000 3.39

竹原 大 1,170,400 3.17

大原薬品工業株式会社 1,000,000 2.71

Nｅｗｔｏｎ Ｂｉｏｃａｐｉｔａｌ Ｉ ＳＡ， Ｐｒｉｃａｆ ｐｒ
ｉｖｅｅ ｄｅ ｄｒｏｉｔ ｂｅｌｇｅ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｉｎｇ
Ｎｅｗｔｏｎ Ｂｉｏｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ａｌａｉｎ
Ｐａｒｔｈｏｅｎｓ

985,000 2.67

竹田 英樹 935,000 2.54

（注）持株比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
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３．新株予約権等に関する事項
（１）当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等に関する事項

(2025年９月30日現在)
項目 第２回新株予約権 第５回新株予約権
新株予約権の数 90個 3,853個

新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 18,000株 (注)
（新株予約権１個につき200株）

普通株式 770,600株 (注)
（新株予約権１個につき200株）

新株予約権の払込金額 無償とする １個あたり110円
新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額 １株あたり27円 (注) １株あたり27円 (注)

権利行使期間 自
至

2019
2027

年
年

６
３

月
月
17
17

日
日

自
至

2017
2027

年
年

９
３

月
月

１
16

日
日

役員の保有状況 取締役
（社外取締役を除く）

保有者数 １名
保有数 90個

保有者数 １名
保有数 3,853個

社外取締役 保有者数 −名
保有数 −個

保有者数 −名
保有数 −個

社外監査役 保有者数 −名
保有数 −個

保有者数 −名
保有数 −個

項目 第８回新株予約権 第９回新株予約権
新株予約権の数 400個 100個

新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 80,000株 (注)
（新株予約権１個につき200株）

普通株式 20,000株 (注)
（新株予約権１個につき200株）

新株予約権の払込金額 無償とする 無償とする
新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額 １株あたり150円 (注) １株あたり150円 (注)

権利行使期間 自
至

2022
2030

年
年

８
８

月
月
20
19

日
日

自
至

2022
2030

年
年

８
８

月
月
20
19

日
日

役員の保有状況 取締役
（社外取締役を除く）

保有者数 １名
保有数 400個

保有者数 −名
保有数 −個

社外取締役 保有者数 −名
保有数 −個

保有者数 −名
保有数 −個

社外監査役 保有者数 −名
保有数 −個

保有者数 １名
保有数 100個
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項目 第10回新株予約権 第11回新株予約権
新株予約権の数 800個 100個

新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 160,000株 (注)
（新株予約権１個につき200株）

普通株式 20,000株 (注)
（新株予約権１個につき200株）

新株予約権の払込金額 無償とする 無償とする
新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額 １株あたり150円 (注) １株あたり150円 (注)

権利行使期間 自
至

2024
2032

年
年

１
１

月
月
22
21

日
日

自
至

2024
2032

年
年

１
１

月
月
22
21

日
日

役員の保有状況 取締役
（社外取締役を除く）

保有者数 １名
保有数 800個

保有者数 −名
保有数 −個

社外取締役 保有者数 −名
保有数 −個

保有者数 −名
保有数 −個

社外監査役 保有者数 −名
保有数 −個

保有者数 １名
保有数 100個

項目 第12回新株予約権 第13回新株予約権
新株予約権の数 100個 100個

新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 20,000株 (注)
（新株予約権１個につき200株）

普通株式 20,000株 (注)
（新株予約権１個につき200株）

新株予約権の払込金額 無償とする 無償とする
新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額 １株あたり150円 (注) １株あたり150円 (注)

権利行使期間 自
至

2024
2032

年
年

６
６

月
月
18
17

日
日

自
至

2024
2032

年
年

６
６

月
月
18
17

日
日

役員の保有状況 取締役
（社外取締役を除く）

保有者数 −名
保有数 −個

保有者数 −名
保有数 −個

社外取締役 保有者数 １名
保有数 100個

保有者数 −名
保有数 −個

社外監査役 保有者数 −名
保有数 −個

保有者数 １名
保有数 100個
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項目 第14回新株予約権 第15回新株予約権
新株予約権の数 1,850個 200個

新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 370,000株 (注)
(新株予約権１個につき200株）

普通株式 40,000株 (注)
（新株予約権１個につき200株）

新株予約権の払込金額 無償とする 無償とする
新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額 １株あたり200円 (注) １株あたり200円 (注)

権利行使期間 自
至

2025
2033

年
年

４
４

月
月

６
５

日
日

自
至

2025
2033

年
年

４
４

月
月

６
５

日
日

役員の保有状況 取締役
（社外取締役を除く）

保有者数 ２名
保有数 1,800個

保有者数 −名
保有数 −個

社外取締役 保有者数 １名
保有数 50個

保有者数 −名
保有数 −個

社外監査役 保有者数 −名
保有数 −個

保有者数 ２名
保有数 200個

項目 第19回新株予約権
新株予約権の数 1,540個

新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 154,000株
(新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 １個あたり800円
新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額 １株あたり247円

権利行使期間 自
至

2027
2032

年
年

１
５

月
月

１
８

日
日

役員の保有状況 取締役
（社外取締役を除く）

保有者数 ２名
保有数 1,356個

社外取締役 保有者数 −名
保有数 −個

社外監査役 保有者数 ４名
保有数 184個

（注）2024年５月９日付で行った普通株式１株を200株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式
の種類と数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。
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（２）当事業年度中に従業員等に対して交付した新株予約権等の状況
項目 第18回新株予約権
新株予約権の数 1,861個

新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 186,100株

新株予約権の払込金額 無償とする
新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額 １株あたり247円

権利行使期間 自
至

2027
2035

年
年

５
５

月
月

９
８

日
日

従業員への
交付状況 当社従業員 交付者数 30名

交付数 1,861個

（３）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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４．会社役員の状況
（１）取締役及び監査役の氏名等

(2025年９月30日現在)
氏名 地位及び担当 重要な兼職の状況

竹原 大 代表取締役 ―
朴 煕万 取締役 研究開発部長 ―
武内 伸治 取締役 管理部長 ―
古島 ひろみ 取締役（社外） ㈱日本エム・ディ・エム 社外取締役
石黒 雄児 常勤監査役（社外） ―

田島 照久 監査役（社外）

㈱田島会計事務所 代表取締役
オンコセラピー・サイエンス㈱ 社外監査役
レナセラピューティクス㈱ 社外監査役
㈱ニュージェン・ファーマ 社外監査役
ジェイファーマ㈱ 社外取締役(監査等委員)
㈱モダリス 社外取締役(監査等委員)
㈱松屋フーズホールディングス 社外監査役

河田 喜一郎 監査役（社外）

3KRベンチャーズ(同) 業務代表社員
Crafton Biotechnology㈱ 社外取締役
サーブ・バイオファーマ㈱ 社外監査役
Crafton Biotech U.S.A. Inc. 社外取締役
DLRファーマ㈱ 社外取締役

眞谷 俊誠 監査役（社外） ―
（注）１．取締役 古島ひろみ氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役 田島照久氏は、公認会計士として、高度な専門知識と財務及び会計に関する豊富な経験を有
しております。

３．監査役 石黒雄児氏、田島照久氏、河田喜一郎氏、眞谷俊誠氏は、会社法第２条第16号に定める社外
監査役であります。

４．当社は、取締役 古島ひろみ氏、監査役 石黒雄児氏、田島照久氏、河田喜一郎氏、眞谷俊誠氏を株
式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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５．当事業年度中に退任した取締役
退任時の会社
における地位 氏名 退任時の担当及び

重要な兼職の状況 退任日

取締役 前田 倫宏 CFO 管理部長 2024年12月26日

（２）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社の役員報酬に関する事項は、2021年12月22日開催の取締役会において、「役員報
酬規程」を定めております。その概要として、役員報酬の決定は、世間水準、経営内容及
び従業員給与とのバランス等を考慮して決定することを基本方針としております。
取締役の報酬の決定に当たっては、ヘルスケア関連上場企業の平均年収を参照(出所：日

経バイオテク)しながら取締役一人あたりの年収水準を決定し、代表取締役/研究開発部長/
管理部長の職責に応じた調整をした金額をベースとして、社外役員と取締役間での評価審
議を行い、取締役会で決定しています。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定

された報酬等の内容が当社の決定方針と整合していることを確認しており、当社の決定方
針に沿うものであると判断しております。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2018年12月18日開催の定時株主総会において年額100,000千

円以内(うち社外取締役は年額20,000千円以内)と決議いただいております。当該株主総会
終結時点の取締役の員数は、５名(うち、社外取締役は３名)です。
監査役の報酬限度額は、2018年12月18日開催の定時株主総会において年額50,000千

円以内(うち社外監査役は年額25,000千円以内)と決議いただいております。当該株主総会
終結時点の監査役の員数は、１名(うち、社外監査役は１名)です。
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③ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役 89,892 89,892 ─ ─ ５
（うち社外取締役） （6,000） （6,000） （─） （─） （１）
監査役 22,800 22,800 ─ ─ ４
（うち社外監査役） （22,800） （22,800） （─） （─） （４）
（注）当事業年度末日時点の取締役は４名（うち社外取締役は１名）、監査役は４名（うち社外監査役は４名）

であります。上記の支給員数と相違しておりますのは、2024年12月26日に退任した取締役が１名含まれ
ているためであります。

（３）責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限
度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められる
のは、当該取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失
がないときに限られます。

（４）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の３に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結

し、当該保険により、被保険者が負担することになる、その職務の執行に関し責任を負うこ
と又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を補填するこ
ととしております。なお、当該補填の対象と認められるのは、当該取締役又は監査役が責任
の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社取締役及び当社監査役(退任した取締役

及び監査役を含む)であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担してお
ります。
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（５）社外役員に関する事項
① 他の法人等の業務執行者との重要な兼職に関する事項及び他の法人等の社外役員等との

重要な兼職に関する事項
区分 氏名 兼職先会社名 兼職の内容

取締役 古島 ひろみ ㈱日本エム・ディ・エム 社外取締役

監査役 田島 照久

㈱田島会計事務所
オンコセラピー・サイエンス㈱
レナセラピューティクス㈱
㈱ニュージェン・ファーマ
ジェイファーマ㈱
㈱モダリス
㈱松屋フーズホールディングス

代表取締役
社外監査役
社外監査役
社外監査役
社外取締役(監査等委員)
社外取締役(監査等委員)
社外監査役

監査役 河田 喜一郎

3KRベンチャーズ(同)
Crafton Biotechnology㈱
サーブ・バイオファーマ㈱
Crafton Biotech U.S.A. Inc.
DLRファーマ㈱

業務代表社員
社外取締役
社外監査役
社外取締役
社外取締役

(注) 兼職先である各法人等と当社との間に特別な関係はありません。

② 当該事業年度における主な活動状況
ア）社外取締役に関する事項

氏名 主な活動状況と社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

古島 ひろみ
当事業年度において、開催された取締役会18／18回に出席しており、主に弁護士として
の専門的見地から、取締役会の意思決定について適切で様々な助言・提言を行っておりま
す。
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イ）社外監査役に関する事項
氏名 主な活動状況

石黒 雄児
当事業年度において開催された取締役会18／18回、監査役会14／14回に出席しており、
主に事業会社における経営者としての経験及び監査役としての職務経験に基づいた財務・
会計・監査の幅広い見識を生かし、監査・監督の観点から様々な意見具申を中心に、客観
的立場から発言を行っております。

田島 照久
当事業年度において開催された取締役会17／18回、監査役会13／14回に出席しており、
主に公認会計士・税理士としての専門的見地から、取締役会・監査役会の意思決定につい
て適切で様々な助言・提言を行っております。

河田 喜一郎
当事業年度において開催された取締役会18／18回、監査役会14／14回に出席しており、
主に創薬・バイオ分野における経営経験を踏まえ、業界環境や動向、経営戦略に係る意見
具申を中心に、客観的立場から発言を行っております。

眞谷 俊誠
当事業年度において開催された取締役会18／18回、監査役会14／14回に出席しており、
複数の製薬企業の経理の実務責任者の経験、製薬企業での監査役業務に係る様々な意見具
申を中心に、客観的立場から発言を行っております。

ウ）その他
代表取締役を含めた各取締役との定期的な意見交換を実施しております。
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５．会計監査人に関する事項
（１）会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

（２）報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 31,500千円
当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 40,000千円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人から説明を受けた当該事業年度の会計監査計画の内容、前事業年度の監査実
績と監査報酬、会計監査人の監査の遂行状況、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、
会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

３．当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額には、前事業年度の監査に係る追
加報酬8,500千円が含まれております。

（３）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（４）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会社法第340条に定める会計監査人の解任のほか、会計監査人の職務の遂行

に支障がある場合など、会計監査人の解任又は不再任が妥当と判断した場合は、株主総会に
提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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６．会社の体制及び方針
（１）業務の適正を確保するための体制

当社は、2022年４月15日開催の取締役会にて内部統制システム構築の基本方針を決定し
ております。当社は当該方針に基づいて内部管理体制を整備し、運用を行っております。
業務の適正を確保するための体制の運用については、取締役会において相互に業務執行を

監視しており、また監査役は取締役会やその他社内の重要な会議に出席し、業務執行の状況
やリスク管理について不適切な点がないか検証しております。
また、代表取締役より任命を受けた内部監査人により各部署の内部監査が行われており、

運用状況に不適切な点がないか監視しております。
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制その他会社の業務の適正を確保

するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

① 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ａ 取締役会は、取締役及び従業員の行動規範として、「PRISM BioLab役職員行動規範」を

制定し、全社に周知徹底する。
ｂ 取締役会は、コンプライアンスに係る規程を制定し、「PRISM BioLab役職員行動規範」

及び法令等の遵守体制を整備する。
ｃ 取締役は、当社の重要事項について、取締役会規程その他の関連規程に基づき、取締役

会において意思決定を行うと共に、相互にその職務執行の監視・監督にあたる。
ｄ 財務報告の信頼性を確保するための内部統制を整備し、その適切な運用・管理を行いつ

つ、体制の充実を継続的に行う。
ｅ 取締役又は従業員が業務上の法令違反又は不正行為を発見した場合に、早期に対応、是

正・解決を図ること、及び通報者の保護を目的とした「内部通報規程」を制定し、全社
にその周知徹底を行う。

ｆ 「内部監査規程」に基づき、職務執行の適正性及び法令等の遵守状況等に関する監査を
実施し、監査結果を代表取締役及び取締役会に報告する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び「文書管理規程」等の社内諸規程に基づき、取締役会議事録その他取締役及び

従業員の職務執行に係る情報・文書(電磁的媒体を含む)を適切に保存・管理する。
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ａ 「リスクコンプライアンス規程」を制定し、リスクコンプライアンス委員会において、

経営・研究開発活動におけるリスク評価を行い、対応すべきリスクを選定して、対応策
を事前に備え、有事が発生した場合には適切に対応できるようリスクマネジメントの適
正化を図る。

ｂ 不測の事態が発生した場合には、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、迅速な
対応を図ることにより損失や損害を最小限に止める体制を整える。

ｃ 「リスクコンプライアンス規程」に基づき、リスクマネジメントに関する研修・教育を
実施し、リスクを防止・軽減する活動に取り組む。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ａ 取締役会は、年度予算及び中期経営計画を策定し、各部門は目標達成のために活動する

こととする。また、経営目標が当初の予定どおりに進捗しているか業務報告を通じ定期
的に取締役会で審議する。

ｂ 取締役会は、「組織規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」等及び取締役会で決定した
事項に基づき、従業員に権限を委譲し、意思決定の迅速化及び円滑な遂行を図る。

ｃ 職務執行の管理・監督を適切に実施するため、取締役会を毎月１回定期的に開催するほ
か、必要に応じて臨時取締役会を開催する。

⑤ 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
現在、当社は子会社等を有していないが、今後子会社等を設立し、企業集団を形成する

場合には、企業集団における内部統制にかかる必要な体制を構築する。
⑥ 監査役の職務を補助すべき従業員を置くことに関する事項

監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、必
要に応じて従業員を配置する。
⑦ 監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性に関する事項
ａ 監査役より監査業務の補助の要請を受けた従業員は、当該監査業務の遂行において、取

締役及び上長等からの指示・命令を受けないものとする。
ｂ 監査役の職務を補助すべき従業員の任命・異動及び評価については、監査役の事前の同

意を必要とする。
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⑧ 取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制並びにその他の監査役への報告に関
する体制

ａ 取締役会は、「内部通報規程」を制定し、社内通報システムの構築及び全社への周知徹底
を図り、その適切な運用を維持する。そして、取締役及び従業員は、法令違反その他コ
ンプライアンス上の問題等、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実又はその懸念
を発見したときには、監査役へ適切に報告する。

ｂ 監査役は、必要と判断した事項について、適宜、取締役及び従業員に対して情報・資料
の提供を求める。

ｃ 取締役及び監査役は、上記の報告を行った取締役及び従業員に対し、当該報告を行った
ことを理由に不利な取扱いをしない。

⑨ 監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執
行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が職務の執行において発生する費用の前払い又は償還の請求をしたときは、速や

かに当該費用又は債務を処理する。
⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ａ 監査役は、代表取締役と適宜、会合をもち、経営方針の確認、事業の進捗状況及び経営

上・監査上の重要課題等についての意見交換を行う。
ｂ 監査役は、監査役相互に情報を交換し、緊密な連携を保つ。
ｃ 監査役は、会計監査人及び内部監査人と連携し、意見交換等を行う。
ｄ 監査役は、監査業務上必要と判断したときは、会社の費用にて、弁護士、公認会計士等

専門家の助言を受けることができる。
⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して毅然とした姿で臨
み、反社会的勢力及び団体による経営活動への関与や被害を防止するために、「PRISM
BioLab役職員行動規範」、「リスクコンプライアンス規程」及び「反社会的勢力排除規程」
において、反社会的勢力及び団体とは関係遮断を徹底することを基本方針に定めると共に、
組織的体制を整備し、警察当局等と連携した情報収集や取締役及び従業員に対する啓発活
動等により、反社会的勢力との関係の排除に取り組む。
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（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、業務の適正を確保するための体制に基づき、企業として業務の適正を確保するた

めの体制整備と適切な運用に努めるため、以下のような具体的な取り組みを行っております。
① 当事業年度において取締役会は18回開催され、各議案について審議及び決定、業務執行

の状況等の監督を行い、活発な議論、意見交換がなされており、意思決定の迅速化及び監
督の実効性は確保されております。

② 社内管理規程の制定、改廃を行い、社内管理体制の整備を行い遵守に努めました。
③ 内部監査につきましては、業務監査実施項目及び実施方法を検討の上、監査を実施し、そ

の評価結果を取締役会に報告しております。
④ 監査役監査については、監査役規程、監査役監査基準及び監査計画に基づき実施されてお

ります。監査役は、重要な会議に出席、業務執行取締役等から定期的な業務報告の聴取、
内部監査担当者と連携して、内部統制状況につき情報収集しております。当事業年度にお
いて、監査役会を14回開催し、コンプライアンスや内部統制の整備状況について情報共
有、意見交換を行いました。

⑤ 内部統制強化のため、当事業年度においてリスク・コンプライアンス委員会は２回開催さ
れ、社内管理体制の整備状況について情報共有、意見交換を行い、改善に努めました。

⑥ 全社向けにコンプライアンス研修、ITセキュリティ研修、インサイダー取引研修等の教育
プログラムを定期的に実施しております。

７．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、各研究分野における研究開発活動を今後も引き続き実施していく必要があることか

ら、資金の確保を優先する方針であり、現段階では配当を予定しておりません。
しかし、株主への利益還元は重要な経営課題であると認識しており、将来において安定的な

収益の獲得が可能となる場合には、財政状態及び経営成績を考慮した上で、利益配当について
も検討して参ります。

（注）本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てております。
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貸借対照表
（2025年９月30日現在）

（単位：千円）
科目 金額 科目 金額

（資産の部） (負債の部）
流動資産 3,038,891 流動負債 370,080
現金及び預金 2,915,572 未払金 78,720
前払費用 54,414 未払費用 8,283
未収消費税等 52,828 未払法人税等 25,960
その他 16,075 契約負債 236,589

固定資産 46,801 預り金 7,637
有形固定資産 0 賞与引当金 12,888
建物 23,431 固定負債 6,781
減価償却累計額及び
減損損失累計額 △23,431 資産除去債務 6,781

建物 0 負債合計 376,862
機械及び装置 22,609 （純資産の部）
減価償却累計額及び
減損損失累計額 △22,609 株主資本 2,701,707
機械及び装置 0 資本金 1,730,911

工具、器具及び備品 307,918 資本剰余金 3,347,231
減価償却累計額及び
減損損失累計額 △307,917 資本準備金 2,867,031

工具、器具及び備品 0 その他資本剰余金 480,200
投資その他の資産 46,800 利益剰余金 △2,376,435
その他 46,800 その他利益剰余金 △2,376,435

繰越利益剰余金 △2,376,435
新株予約権 7,122

純資産合計 2,708,830
資産合計 3,085,692 負債・純資産合計 3,085,692

※単位未満の端数処理は、切り捨て表示によっております。
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損益計算書
（ 自

至
2024
2025

年
年
10
９

月
月

１
30

日
日 ）

（単位：千円）
科目 金額

売上高 677,330
売上原価 407,573

売上総利益 269,756
販売費及び一般管理費 1,044,209

営業損失（△） △774,453
営業外収益

受取利息 5,296
為替差益 21,500
その他 27 26,825

営業外費用
株式交付費 378
新株予約権発行費 195
その他 99 674
経常損失（△） △748,302

特別損失
減損損失 82,978 82,978
税引前当期純損失（△） △831,280
法人税、住民税及び事業税 2,420
当期純損失（△） △833,700

※単位未満の端数処理は、切り捨て表示によっております。
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株主資本等変動計算書
（ 自

至
2024
2025

年
年
10
９

月
月

１
30

日
日 ）

（単位：千円）
株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

当期首残高 1,714,446 2,850,566 480,200 3,330,766
当期変動額
新株の発行
（新株予約権の行使） 16,465 16,465 16,465

当期純損失（△）
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当期変動額合計 16,465 16,465 − 16,465
当期末残高 1,730,911 2,867,031 480,200 3,347,231

株主資本

新株予約権 純資産合計
利益剰余金

株主資本
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 △1,542,734 △1,542,734 3,502,477 423 3,502,901
当期変動額
新株の発行
（新株予約権の行使） 32,930 32,930

当期純損失（△） △833,700 △833,700 △833,700 △833,700
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 6,698 6,698

当期変動額合計 △833,700 △833,700 △800,769 6,698 △794,071
当期末残高 △2,376,435 △2,376,435 2,701,707 7,122 2,708,830

※単位未満の端数処理は、切り捨て表示によっております。
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 … 定率法
（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）及び2016年４
月１日以降に取得した建物付属設備については定額法）

２．引当金の計上基準
賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見

合う分を計上しております。
３．収益及び費用の計上基準

当社は、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ１： 顧客との契約を識別する
ステップ２： 契約における履行義務を識別する
ステップ３： 取引価格を算定する
ステップ４： 契約における履行義務に取引価格を配分する
ステップ５： 履行義務の充足時又は充足するにつれて収益を認識する

当社は、独自の創薬基盤技術である「PepMetics技術」を用いた創薬開発事業を行って
おり、主に①自社開発事業に関する収益、②共同開発事業に関する収益の２つの収益形態
があります。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容、及び当該
履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりでありま
す。
①自社開発事業に関する収益
自社開発事業では、自社で創薬標的を選定して有力なパイプラインを創出し、当該パイ

プラインの独占的な開発権や将来の製造販売権を顧客に付与することにより対価を獲得し
ます。当該ライセンスは他の財又はサービスと区分され、また、当社は顧客が権利を有す
る知的財産に著しく影響を与える活動を行う予定はないため、「使用権」に該当すると判
断しております。契約の対価として、主にアップフロント収入、マイルストン収入、ロイ
ヤリティ収入があります。
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アップフロント収入は、当社開発役務により創出された製薬の基礎となる分子構造等当
社ノウハウ導出への対価的性質を有するものであることから、顧客がライセンスからの便
益を享受できるようになった一時点で収益を認識しております。
マイルストン収入のうち開発マイルストン収入は、事後に重大な戻入れが生じる可能性

を考慮し契約上定められたマイルストン条件が達成された時点で収益を認識しています。
ロイヤリティ収入及び販売マイルストン収入は、算定基礎となるための売上が発生した

時点で収益認識を行う方針としております。
②共同開発事業に関する収益
共同研究開発契約における当社の主な履行義務は、顧客との間で合意されたターゲット

に対して、研究開発目的の範囲内で当社が有する「PepMetics技術」の使用を許諾すると
共に、当該領域で研究開発業務に対する役務の提供を行うことです。契約の対価として、
主にアップフロント収入、共同研究収入、マイルストン収入、ロイヤリティ収入がありま
す。
通常、当該研究開発業務は、研究開発期間にわたって役務提供を行うことにより研究成

果が創出されることから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断しています。
そのため、共同研究収入については、履行義務の充足に係る進捗度に基づいて収益認識を
行っております。
マイルストン収入のうち、開発マイルストン収入は、事後に重大な戻入れが生じる可能

性を考慮し、契約上定められたマイルストン条件が達成された時点で収益認識を行ってお
ります。販売マイルストン収入及びロイヤリティ収入は、算定基礎となる顧客の売上高が
発生した時点で収益認識を行う方針としております。
なお、アップフロント収入は顧客との契約上定められた財又はサービスの内容に応じて

その履行義務の充足時点が一時点か一定期間かを判断した上で収益を認識しております。
支配が一定期間にわたり移転する財又はサービスについて、その性質に応じてアウトプ

ット法又はインプット法を用いて履行義務の充足に係る進捗度の見積りを行っておりま
す。
アウトプット法を用いる場合には、主に、研究開発期間に対する期末日までの経過期間

の割合に基づき算出した進捗度に応じて収益を認識し、インプット法を用いる場合には、
見積総原価に対する期末日までの実際発生原価の割合に基づき算出した進捗度に応じて収
益を認識しております。
なお、取引の対価には重要な金融要素は含まれておりません。
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4．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(1)繰延資産の処理方法

株式交付費
支出時に全額費用処理しております。

新株予約権発行費
支出時に全額費用処理しております。

(2)外貨建の資産及び負債への本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 35,954,800 855,200 − 36,810,000
（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次のとおりであります。

新株予約権の行使による新株の発行による増加 855,200株
２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。
３．当事業年度末において発行している新株予約権の目的となる株式の数

普通株式 2,755,800株
（注）権利行使期間の初日が到来していないものを除いております。

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取り組方針

資金運用については短期的な預金に限定し、資金調達についてはエクイティファイナン
スを活用しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金の一部は外貨預金であり、為替の変動リスクに晒されております。
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営業債権である売掛金については、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨
建ての営業債権は為替の変動リスクに晒されております。
未払金については、通常１年以内の支払期日であります。また、外貨建ての債務は為替

の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

営業債権については、販売管理規程に従い、管理部が主要な取引先の状況を定期的にモ
ニタリングし、取引相手毎に期日及び残高を管理すると共に、財務状況等の悪化等によ
る回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
外貨建ての営業債権債務については、管理部が月別に為替相場のモニタリングを行って

おります。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

各部署からの報告に基づき管理部が適時に資金繰表を作成・更新すると共に、手許流動
性の維持等により、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を

採用することにより、当該価額が変動することもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項

「現金及び預金」については、現金であること、及び「預金」、「未収消費税等」、「未払
金」、「未払費用」、「未払法人税等」及び「預り金」については短期間で決済されるため、時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注）金銭債権の決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 2,915,572 − − −
未収消費税等 52,828 − − −

合計 2,968,401 − − −
３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

該当事項はありません。
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 (注) 867,234 千円
契約負債 71,530 〃
減損損失 47,811 〃
その他 13,673 〃

繰延税金資産小計 1,000,248 〃
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注) △867,234 〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △133,014 〃

評価性引当額小計 △1,000,248 〃
繰延税金資産合計 −
繰延税金資産の純額 −

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
(単位：千円)

1年以内 1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内 5年超 合計

税務上の繰越
欠損金(※) 40,027 74,005 − 45,820 44,583 662,798 867,234

評価性引当額 △40,027 △74,005 − △45,820 △44,583 △662,798 △867,234

繰延税金資産 − − − − − − −
(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）

種類 氏名
議決権等の所有
（被所有）割合

（％）
関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

役員 竹原 大 （被所有）
直接 3.17

当社
代表取締役

ストック・
オプションの
権利行使（注）

11,998 − −

(注) 2017年６月16日開催の取締役会決議により付与されたストック・オプションとしての
新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額欄は、
当事業年度におけるストック・オプションの権利行使による付与株式数に払込金額を乗
じた金額を記載しております。
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（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社の事業は、創薬事業の単一セグメントであり、主要な財又はサービスの種類別に分解
した収益は、以下のとおりであります。

収益の分解
(単位：千円)

自社開発事業に関する収益 −
共同開発事業に関する収益 677,330
その他 −
顧客との契約から生じる収益 677,330
その他の収益 −
外部顧客への売上高 677,330

収益の認識時期
(単位：千円)

一時点で移転される財又はサービス 32,550
一定の期間にわたり移転される財又はサービス 644,779

合計 677,330

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記) ３．収益及び費用の計上基準」に記載のと

おりであります。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係
並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込
まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1) 契約負債の残高等
顧客との契約から生じた契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：千円)
顧客との契約から生じた債権（期首残高） −
顧客との契約から生じた債権（期末残高） −
契約負債（期首残高） 900,069
契約負債（期末残高） 236,589
契約負債は、主に顧客との共同研究契約に基づき受領した研究開発業務に関する前受金

であり、役務の提供に応じて収益を認識し取り崩されます。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、

633,503千円であります。また、当事業年度において契約負債が減少した要因は、共同研
究契約に基づく新たな前受金の受領により11,217千円増加した反面、収益認識による取崩
しにより652,086千円減少したこと等によるものであります。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、

当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。当
初の予想契約期間が１年を超える重要な取引について、残存履行義務に分配した取引価格
の総額及び収益が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

(単位：千円)
当事業年度

１年以内 89,800
１年超 143,154

合計 232,955
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（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 73円40銭
２．１株当たり当期純損失 22円82銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年11月19日

株式会社PRISM BioLab
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 川 口 靖 仁

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 鶴 彦 太

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社PRISM BioLabの

2024年10月１日から2025年９月30日までの第14期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算
書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行

った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載

内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の
報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に

おいて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に
重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場

合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計

算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執

行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤

謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独
立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス

クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日ま
でに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成
及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを
評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施

過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す

る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及
び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽
減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監査報告書

当監査役会は、2024年10月１日から2025年９月30日までの第14期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致
した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、当期の監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担、監
査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集
及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状
況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制に必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の
整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ
ステム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討
いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認

められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部

統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。

（2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年11月20日

株式会社ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ 監査役会

常勤監査役(社外監査役） 石 黒 雄 児 印
社外監査役 田 島 照 久 印
社外監査役 河 田 喜一郎 印
社外監査役 眞 谷 俊 誠 印

以 上
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日本橋ライフサイエンスビルディング

交通のご案内

東京メトロ銀座線・半蔵門線 JR 総武快速線
「三越前」駅 A6出口より徒歩3分

会場が前回と異なっておりますので、お間違えのないようにご注意ください。

「新日本橋」駅 5番出口より徒歩2分

株主総会会場
ご 案 内 図

東京都中央区日本橋本町二丁目３番11号
日本橋ライフサイエンスビルディング ２階
201大会議室

会 場

見 や す く 読 み ま ち が え に く い 
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。


